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高病原性鳥インフルエンザについては、昨シーズン、10月４日に北海道で発見された死亡野鳥か

ら本病ウイルスが検出されて以降、全国的に野鳥における感染が確認され環境中に本病ウイルスが

広く存在していたと考えられました。家きんにおける発生事例は、昨年 11 月 25 日から本年４月

29 日までに 10 県 11 事例が確認されました。今秋以降も、渡り鳥によりウイルスが侵入するリス

クは高く、厳重な警戒が必要です。各農場においてウイルス侵入防止対策の徹底をお願いします。 

    農場の衛生管理について      
 
以下の項目について、令和６年 10 月から令和７年５月まで、毎月、

自己点検を実施してくださるようお願いします。 

１．衛生管理区域※に立ち入る者や車両への対策  

①立ち入る者の手指消毒等  手の洗浄・消毒スプレーの使用 

②衣類や靴の消毒・専用化  専用衣類、靴の使用 

③区域に立ち入る車両消毒等 出入口での消石灰散布や蓄圧式消毒器の設置 

※衛生管理区域とは、「病原体の侵入を防止するために、衛生的な管理が必要な区域」をいいます。 

２．鶏舎に立ち入る者への対策   

①立ち入る者の手指消毒等 消毒スプレーの使用や専用の手袋の使用 

②専用の靴の設置及び使用 鶏舎専用長靴の使用 

３．野生動物侵入防止対策  

①野生動物侵入防止のためのネット等設置、点検及び修繕 

  鶏舎、堆肥舎、飼料保管庫等に野鳥やたぬき、いたち等が侵入しないように、

ネットを設置（網目２ｃｍ以下）し、壁等の破損箇所は修繕しましょう。 

②ねずみ及び害虫の駆除 

  殺鼠剤、粘着シートにより、ねずみやハエを駆除しましょう。 

飼養鶏等の健康観察を毎日入念に行い、死亡羽数の増加などの異状があれば早期通報をお

願いします！ 

またアヒルは症状が分かりにくいといわれております。産卵率の低下、元気消失等、わず

かな異状であっても家畜保健衛生所に通報をお願いします！！ 

 

 

 

 

置賜家畜保健衛生所 
置賜家畜衛生指導協会 

〒999-2232 南陽市三間通 444 
TEL 0238-43-3217 
FAX 0238-43-5249 

渡 り 鳥 の シ ー ズ ン に 備 え 
鶏 舎 の 再 確 認 を お 願 い し ま す 

０２３８－４３－３２１７ または ０８０－１８４０－０７０５ 

置賜家畜保健衛生所       土日祝日も対応しています 



 


